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は じ め に 

 

 この実施計画は、平成１７年３月に策定した「あきる野市行政改革推進プラン」

（以下、推進プランという。）に基づき、平成１７年度から平成２１年度までの５

年間の改革期間における具体的な取組について、示したものです。 

 平成１７年度においては、すでに推進プランに基づき、自治基本条例制定に向

けての検討やよりきめ細かな情報が発信できるホームページの改善、行政評価シ

ステムに基づく予算編成改革等に取り組んでいますが、この実施計画では、推進

プランに位置付けた各改革について、実施内容と実施予定年度、担当課を明確に

示して、計画的に取り組めるようにしました。実施予定年度については、改革の

取組の年度において、「検討」、「実施」、「制定」等の表現により明示し、担当課に

ついては、多くの部署に関連する改革の場合、できるだけ改革の主体となる担当

課を明らかにして、改革を確実に推進できるようにしました。 

 また、推進プランに位置付けた改革の指針に盛り込んでいない取組についても、

改革の指針の趣旨に合致する内容については、緊急性や必要性等を勘案して、こ

の実施計画に位置付けて取り組むものとします。 

なお、この実施計画につきましては、目標を定めて着実に改革に取り組む観点

から、必要に応じて、ローリングを実施し、より具体的な取組内容を示してまい

ります。 
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Ⅰ 分権型社会に対応した行政の基本的なあり方 
 
１ 協働と参画による住民自治の強化 
 自治体と住民の関係を再編し地域の変革と自治体経営の改革を進めていくため、分権型社会に

おける協働と参画による新しい自治のあり方を模索するため、自治基本条例の制定に取り組む。 
 
改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

改革１ 
自治の理念と基

本原則の確立 

・改革４で示す検討会議及び市民検討委員会に

おいて、分権型社会における新しい自治理念の

確立及び協働と参画の運営に必要とされる基本

原則の検討に取り組み、この理念と基本原則を

自治基本条例に活かす。 

・平成１７年度 
庁内の検討会

議及び市民検討

委員会による検

討 

企画課 

改革２ 
市民等の権利と責

務の明確化 

・改革４で示す検討会議及び市民検討委員会に

おいて、市民等（市民、非営利組織、事業者等

をいう。）の権利として、まちづくりの主体とな

って、まちづくりを行う権利を有すること等の

権利を明確にする。また、市民等の責務として、

地域社会の発展に寄与するよう努めることを明

らかにして、この権利と責務を自治基本条例に

活かす。 

・平成１７年度 
庁内の検討会

議及び市民検討

委員会による検

討 

企画課 

改革３ 
協働・参画の仕

組づくり 

・改革４で示す検討会議及び市民検討委員会に

おいて、市は、市民等の意思が市政に的確に反

映されるように市民参画の機会の拡充に努め、

計画立案、実施、評価の各段階への市民等の参

画についての方向性を示し、これを自治基本条

例に活かす。 

・平成１７年度 
庁内の検討会

議及び市民検討

委員会による検

討 

企画課 

改革４ 
協働・参画に関す

る条例（自治基

本条例）の制定 

・平成１７年度に庁内に検討会議を設置して、

条例の骨格となる基本的事項について一定の方

針をまとめた後、学識経験者や市民の代表など

で構成する市民検討委員会を設置して、条例に

盛り込むべき事項の検討を行う。 
・平成１８年度は、議会への説明や住民説明会

等を行い、自治基本条例の制定に向けた取組を

推進する。 

・平成１７年度 
庁内の検討会

議及び市民検討

委員会による検

討 
・平成１８年度 
条例制定に向

けた取組 
 

企画課 

 

- 1 - 



２ 説明責任遂行能力と透明性の向上 
 市は、市民に対して開かれた市政の運営を行い、行政における説明責任の遂行能力と透明性の

向上を図るため、市民起点の情報化の推進や広報広聴機能の充実等に取り組む。 
 
改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

「地域情報化計画」を基本指針として、次に示

す取組の進行管理を行う。 
継続実施 情報システム課

・市からの情報発信 
ア あきる野市HPの大幅リニューアル 
イ 市政情報の公開拡充 

継続実施 秘書広報課 

ウ 図書館情報システムの拡充 継続実施 図書館 
エ ＩＴ活用人材の育成支援 継続実施 あきる野ルピア

地域振興課 
・市民と市が意見交換ができる仕組みの提供 
ア ＩＴを活用した学習（教育情報のネット

ワーク） 

・平成１７年度 
基盤づくり 

指導・学務課 

イ 生涯学習情報システムの整備運営 ・平成１７年度 
～平成１８年度 
 検討 
・平成１９年度 
導入 

社会教育課 

ウ 市民電子会議室の設置運営 継続検討 企画課 

・市民がサービス提供の担い手として行動でき

る場づくりの提供 
ア 地域活動拠点の整備（きがるにネットの

活用） 

継続検討 

イ 公共施設予約・情報提供システムの構

築・運用 
継続検討 

改革１ 
市民起点の情報

化の推進 

ウ 市民によるホームページ ・平成１８年度 
研究 

情報システム課

 

・広報紙は、市民への周知が必要と思われる情

報を取材形式により随時掲載することや市民参

加の紙面づくりを検討して、分かりやすい紙面

づくりを実施する。 

・平成１８年度 
検討 

改革２ 
広報広聴機能の

充実 

・ホームページは、各課による情報掲載や更新

方式へと転換し、使いやいさやアクセスのしや

すさ等を備え、多くの人が利用可能なユニバー

サルデザインに配慮したホームページづくりを

継続して進める。 

・平成１７年度 
実施 

秘書広報課 
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改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

・市民や非営利組織等が主体的に活動できるよ

うなデータ（例えば各種審議会の議事録等）を

充実するとともに、インターネットを活用して､

緊急情報やその他の情報提供を求める市民に直

接的な情報提供ができるような仕組みづくりを

検討する。 

・平成１８年度 
検討 

・市長の手紙制度の充実を図る。 継続実施 

改革２ 
広報広聴機能の

充実 

・新たに市政懇談会や市民モニター制度につい

て検討を行う。 
・平成１８年度 
検討 

秘書広報課 

・市の説明責任の遂行能力向上を図るため、行

政評価システムにおいて、次のとおり取り組む。

平成１８年度において、施策評価結果等の公

表に向けて、市民の意見を聴く仕組を構築する。

 

・平成１８年度 
施策及び事務

事業評価結果の

公表及び意見集

約 

企画課 改革３ 
説明責任の遂行

能力の向上 

・市が出資等を行う法人その他の団体等につい

て、保有する情報を公開するよう協力要請をす

るため、あきる野市情報公開条例の一部改正を

行う。 

・平成１７年度 
 実施 

総務課 
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Ⅱ 社会経済情勢に即応する行政経営システムの構築 
 
１ 行政評価システムを基礎とする新たな行政経営の構築 
 市民起点による成果志向の行財政経営を進め、限られた財源を適正に配分して、納税者である

市民に満足してもらう観点から、行政評価システムを取り入れたマネジメント･システムの構築をさ

らに推進していくため、次に示す改革に取り組む。 
 

改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

改革１ 
経営戦略に基づ

く行政経営の推

進 

・行政評価システムによる施策から事務事業の

評価結果により施策の優先順位を定めるととも

に、経営戦略のもと次年度の経営方針を定め、

この経営方針に基づき予算編成及び執行管理に

取り組む形式で経営戦略に基づく行政経営を推

進する。 

・平成１７年度 
実施 

企画課 

改革２ 
予算編成システ

ムの改革 

・職員に一定の権限と責任を持たせることがで

きるようにするため、予算編成システムは、段

階的に、施策別の予算枠を配分する方式に移行

させる。 

・平成１７年度 
実施 

財政課 

・組織体制は、施策評価体系に基づき、後述の

「組織体制の改革」において取り組む。 
・平成１７年度 
～平成１８年度 
検討 

企画課 改革３ 
組織・人事体制

等の改革 
・人事評価制度は、行政評価の成果等の目標値

による業績を活用した後述の「人事制度の改革」

において取り組む。 

・平成１７年度 
～平成１８年度 
検討 

職員課 

改革４ 
職員の意識改革 

・行政評価システムの導入に伴い、予算編成に

あたっては施策別予算枠配分を行い、その枠内

で自ら判断しコスト意識を持って改革・改善を

図りながら、予算編成に取り組むことにより、

職員の意識改革を推進する。 

・平成１７年度 
実施 

全課 

改革５ 
第三者評価体制

の確立 

・施策や事務事業の評価に対する客観性や信頼

性、精度を高めるため、市民や識見を有する者

で構成する第三者評価制度を確立するものであ

るが、行政評価システムは、平成 18年度から本

格稼動するため、まず、市の内部評価体制を確

立する。 

その上で、第三者評価体制を平成２０年度ま

でに確立する。 

・平成１７年度 
～平成１９年度 
内部評価体制

の確立及び第三

者評価体制の検

討 
・平成２０年度 
第三者評価体

制の確立 
 

企画課 
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２ 財政健全化の指針 
 市税の減少や「三位一体の改革」に伴う国庫補助負担金の削減や地方交付税総額の抑制などに

より、市の歳入が大幅に減少するなど、厳しい財政状況に対処するため、次に示す改革に取り組

む。 
 
改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

改革１ 
財政健全化の基

本的方向 

・財政見通し等をふまえ、計画的な財政運営を

推進するため、経費別削減目標や経常収支比率

の目標値の設定、公債費比率の上限(12.5%)、基
金の整理統合の検討等を定めた財政運営の指針

となる財政健全化計画の策定に取り組み、中長

期的な視点で改革を進める。 
・歳出を抑制するため、行政評価システムによ

る施策の厳しい選択を行い、事務事業は、評価

に基づく有効性や効率性等の徹底した改革･改

善を図り、経費の削減と合理化を進める。 

・平成１７年度 
実施 

財政課 
企画課 
全課 

・市税等の確保 
 市税等の徴収体制を強化するため、市税は差

押対象の拡大を図るとともに、滞納者の自力執

行権がある徴収金は、徴税吏員と連携して滞納

の圧縮に取り組む。その他の徴収金は、督促の

申立も視野に入れた強い姿勢で取り組む。 
また、税源移譲に伴う市税の収納の仕組につ

いて、関係機関と調整を図り対応する。 

継続実施 企画課 
関係所管課 

・課税客体の把握 
 市民税や償却資産等の未申告者について、税

務署等と連携を図り、課税客体の把握を進める。

継続実施 課税課 

・市有財産の活用 
ア 市有財産は、その目的が十分達成できるよ

う活用を図るとともに、一定期間使用する予定

がない財産については、暫定的な活用を図る。

・平成１８年度 
 調査・検討 

イ 不用と判断される財産については、積極的

に売却を進める。 
継続実施 

契約管財課 

・国・都補助金等の確保 
 市の施策に合った国や都の補助制度を積極

的に活用し、財源確保に努める。 

継続実施 全課 

改革２ 
歳入の確保 

・産業の振興 
当市における産業振興のあり方や将来像を

示した上で、商業、工業、観光業、農業及び林

業などのそれぞれの振興方針を定める（仮称）

産業振興基本条例を制定する。 

・平成１７年度 
～平成１８年度 
検討 

商工観光課 
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改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

・前述の「財政健全化の基本的方向」に基づき、

市の財政状況を把握して、今後の受益者負担の

あり方を検討する。 
特に、国民健康保険税と下水道料等は、それ

ぞれ特別会計の独立採算の原則から、検討を行

う。 

・平成１７年度 
～平成１８年度 
検討 

財政課 
関係所管課 

・使用料、手数料 
関係課において、前回の改定の点検を行うと

ともに、各施設のコスト計算や各種手数料の原

価計算、他市の状況等の検討を行い、今後の受

益者負担のあり方を検討する。 

・平成１８年度 
検討 
 

企画課 
関係所管課 

・保育料 
 前回の改定の点検を行うとともに、国の徴収

基準との比較や他市の状況等の検討を行い、今

後の受益者負担のあり方を検討する。 

・平成１８年度 
検討 
 

児童課 

・国民健康保険税 
 前回の改定の点検を行うとともに、応能割と

応益割を各 50％に近づけることや他市の状況
等の検討を行い、今後の受益者負担のあり方を

ふまえ、改定の方針を決める。 

・平成１７年度 
～平成１８年度 
検討 
・平成１８年度 
改定 

保険年金課 

改革３ 
受益者負担の適

正化 
 

・下水道料 
 前回の改定の点検を行うとともに、維持管理

経費や資本費の状況把握、他市の状況等の検討

を行い、今後の受益者負担のあり方を検討する。

・平成１８年度 
検討 
 

下水道課 

・補助金・負担金の見直し 
補助金・負担金の目的妥当性・有効性・効率

性等の観点から事務事業評価をした上で、廃止

や縮減等の見直しを行う。 
なお、見直し対象には、扶助費も加えるもの

とし、国・都の制度の見直しが行われた場合は、

その見直しを図る。 

改革４ 
補助金、負担金

の見直し 

・補助金の運用 
 補助金については、状況に応じて補助年限を

明確に示して運用する。（サンセット方式等の

導入） 

・平成１８年度 
検討 
 

関係所管課 
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改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

改革４ 
補助金、負担金

の見直し 

・外郭団体の財政健全化 
市が関与する外郭団体のうち、社会福祉協議

会とシルバー人材センターについては、補助金

を適正に執行できるよう監理する。 
また、市が出資している（株）秋川総合開発

公社は、その運用状況を把握した上で、適正な

運営が図られるように監理する。土地開発公社

は、保有期間が長期にわたる土地が累積するな

ど厳しい経営環境をふまえ、土地開発公社の経

営健全化計画に基づき監理する。 

継続実施 財政課 
関係所管課 

・電子自治体の推進 
総合行政ネットワーク（LGWAN）、住民基
本台帳ネットワークシステム及び公的個人認

証サービスなどの基盤を活用し、セキュリティ

の確保にも十分留意しながら、電子自治体を推

進し、住民サービスの向上を図るとともに、市

の業務執行の効率化を進める。 
その推進にあたっては、経費削減を図るた

め、他団体との共同運営方式や ASP方式等の
アウトソーシングの導入などに取り組む。 

継続実施 情報システム課改革５ 
業務執行の効率

化 

・入札制度改革 
 入札参加資格審査申請、入札などをインター

ネットを通じて行う制度の導入を平成１６年

度に図ったところであるが、今後、その具体的

展開に努める。 

・平成１７年度 
実施 

契約管財課 

・委託化等の推進 
公共施設における管理･運営や個別の事務事

業において、業務の内容を分析した上で、効率

的かつ効果的な業務執行ができるよう、業務の

委託化や民営化を推進する。この検討にあたっ

ては、事務事業評価の効率性評価等において実

施する。 

・平成１８年度 
検討 
 

改革６ 
行政の守備範囲

の再構築 

・指定管理者制度の活用 
公の施設の管理については、施設の設置目的

等をふまえて、原則として指定管理者制度の活

用を推進する。なお、指定管理者の指定にあた

っては、市民や専門知識を有するものの参加を

得た選定委員会を設置して、選定過程の透明性

を確保する。 
 

・平成１７年度 
実施 

企画課 
関係所管課 
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３ 人事制度の改革 
 公務の効率的かつ適正な運営を確保する観点から、職員に対するより客観的な業績評価制度を

導入し、能力・実績主義の人事制度を確立するなどの人事制度改革を推進するため、次に示す改

革に取り組む。 
 

改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

改革１ 
職員の削減と定

員適正化 

・新たな行政課題や社会経済情勢の変化に弾力

的かつ的確に対応していくためには、限られた

財源や人員の有効活用を図る中で、将来を見越

し、新規採用を視野に入れた計画的な定員管理

が必要不可欠であることから、すべての組織の

事務量調査を実施して、組織の適正な人員を把

握し、新たに第２次定員適正化計画を策定する。

合わせて、現状の極端な逆ピラミッド型の職員

年齢構成を是正することが必要であり、その是

正のため新たな職員採用計画を策定し対処す

る。 

なお、平成２３年４月における適正化の数値

目標を掲げる。 

・平成１８年度 
調査・検討及

び第２次定員適

正化計画の策定 

職員課 
企画課 

・職員の能力や成績主義に基づいて、職員個々

の能力と業績をより的確に反映した昇任等を公

正、公平な試験又は選考により実施する任用制

度を新たに確立し、人事考課と連動して構築し

ていくものとする。 

・平成１８年度 
 実施 

改革２ 
新たな任用制度

の導入 

・職員の能力や病気、家庭の事情などにより職

務を全うできないと認められる職員について、

本人の申し出による希望降任制度の導入につい

て、新たに検討する。 

・平成１８年度 
検討 

職員課 

改革３ 
人事評価制度の

確立 

・職員の新たな人事評価制度として、国の動向

をふまえて、能力評価や実績評価による人事評

価制度を新たに導入し、評価結果を給与、特別

昇給、勤勉手当に反映できるよう検討する。 

・平成１８年度 
検討 

職員課 

改革４ 
職員の計画的な

育成 

・職員一人ひとりに着目した計画的な能力開発

を進めるとともに、職員が主体的に能力開発に

取り組み、職務の自己実現による高いモチベー

ションを継続する体制を構築するため、職員の

計画的な育成に当たっては、職員研修を人事諸

制度と総合的に結び付けられるような人材育成

方針を新たに策定する。 

・平成１７年度 
～平成１８年度 
検討 

職員課 
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４ 組織体制の改革 
 分権型社会における組織体制として、新たな行政課題や住民ニーズに即応した施策を総合的か

つ機動的に展開できるような組織体制に改革するため、次に示す改革に取り組む。 
 
改革の指針 実 施 内 容 実施予定年度 担当課 

・様々な行政課題等に即応した施策を総合的か

つ機動的に展開できるようにするため、基本構

想の政策体系に基づき施策の目的を明確にし、

この施策の目的を基礎に組織のあり方を考えそ

の構成を組み立てる。その上で、現行の 8部体
制をより簡素で効率的な組織体制を目指し、で

きる限り大くくりに再編することを検討する。

・平成１８年度 
検討 

改革１ 
政策体系に基づ

く組織体制の再

編 

・施策評価と連動しながら、政策体系による各

施策の目的に基づき、必要に応じて目的が同じ

課は統合するなどの改善を進める。 

・平成１８年度 
検討 

企画課 

・各組織において、施策の目的を達成するため

の事務事業を機動的に執行できるようにすると

ともに、様々な行政課題に柔軟に対応し事務処

理の迅速化を図り、かつ職員の能力を最大限発

揮できるようにするため、係制や中間職層の廃

止等を進めるなど組織のフラット化を検討す

る。 
・効率的かつ柔軟な組織運営を図るため、課や

係の業務の形態に合わせて、職員を流動的に動

員できる体制の活用を図る。 
・必要に応じて、係制を撤廃した担当制による

組織に見直しを行う。 

・平成１８年度 
検討 

改革２ 
組織のフラット

化等による組織

体制の見直し 

・現行の課及び係の体制やその運営について、

定期的に点検し問題点等を把握するとともに、

それらに対処する改革・改善をきめ細かく進め、

組織の効率的かつ柔軟な運営を行う｡ 

継続実施 

企画課 
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